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詐欺的な投資勧誘トラブルにご用心！！！詐欺的な投資勧誘トラブルにご用心！！！

☆消費者へのアドバイス☆

●投資にはリスクがつきものです。

「必ずもうかる」「元本を保証する」と言っ

てしつこく勧誘してくる業者の言葉をうの

みにしないようにしましょう。

●電話勧誘による被害に遭わないためには、

すぐに契約しないことや、電話に応答しな

いように留守番電話機能や発信者番号表示

機能を利用するとよいでしょう。

電話してきた業者から、み

かんの木のオーナー事業に

投資しないかという勧誘を

受けた。１口５０万円を投

資すれば毎月配当が得られ

必ずもうかる、５年後には

投資した全額を返金すると

いう。銀行に預けるより利率がいい、

元本も保証するなどとしつこく勧誘し

てくるが、信用しても大丈夫か？

少しでも不安を感じたら、身近な人や

に迷わず相談してください。
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